
京 都 大 学 通 則 新 旧 対 照 表 
改   正   前 改   正   後 

 （前 略） 
第１２条 入学に際しては、所定の入学手続期間内に

入学料を納めなければならない。 

２～４ （略） 

５ 第１項の規定にかかわらず、第３７条第１項第８

号、第３項第６号又は第５３条の３第８号の規定に

より本学大学院に入学し、課程を修了した者が、当

該入学前に在学した学部に再入学するときは、入学

料の納付を要しない。 

６～７ （略） 

 （中 略） 
第２３条 疾病その他の事由により、３月以上修学を

中止しようとするときは、所属学部長の許可を得て、

休学することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、医学部が定める特別な

課程を履修する医学部学生が、第３７条第３項第６

号の規定により、医学研究科に入学するときは、当

該学部長の許可を得て、休学することができる。 

３～６ （略） 

 （中 略） 
第３７条 修士課程及び一貫制博士課程に入学するこ

とのできる者は、次の各号の一に該当する資格を有

する者とする。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士

の学位を授与された者 

(3) 外国において、学校教育における１６年の課程

を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における１６年の課程を修了した者 

(5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了

者が当該外国の学校教育における１６年の課程を

修了したとされるものに限る。）を有するものと

して当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であつて、文部科学大臣が指定する

ものの当該課程を修了した者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
第１２条  

 

２～４  

５ 第１項の規定にかかわらず、第３７条第１項第９

号、第３項第７号又は第５３条の３第９号の規定に

より本学大学院に入学し、課程を修了した者が、当

該入学前に在学した学部に再入学するときは、入学

料の納付を要しない。 

６～７ （同 左） 

 
第２３条 （同 左） 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、医学部が定める特別な

課程を履修する医学部学生が、第３７条第３項第７

号の規定により、医学研究科に入学するときは、当

該学部長の許可を得て、休学することができる。 

３～６ （同 左） 

 
第３７条  

 

 

(1)  

(2)  

 

(3)  

 

(4)  

 

 

(5)  

 

 

 

 

 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究

活動等の総合的な状況について、当該外国の政府

又は関係機関の認証を受けた者による評価を受け

たもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣

が指定するものに限る。）において、修業年限が

３年以上である課程を修了すること（当該外国の

学校が行う通信教育における授業科目を我が国に

おいて履修することにより当該課程を修了するこ

と及び当該外国の学校教育制度において位置付け

られた教育施設であつて前号の指定を受けたもの

において課程を修了することを含む。）により、

（同 左） 

（同 左） （同 左） 



改   正   前 改   正   後 
 

(6) 文部科学大臣が指定する専修学校の専門課程を

文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 大学に３年以上在学した者（学校教育法第１０２

条第２項の規定により、これに準ずる者として文

部科学大臣が定める者を含む。）であつて、本学

において、所定の単位を優れた成績をもつて修得

したものと認めた者 

(9) 本学において、個別の入学資格審査により、大

学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者で、２２歳に達したもの 

２ （略） 

３ 医学研究科及び薬学研究科の博士課程（第３６条

第２項ただし書の博士課程に限る。以下同じ。）に

入学することのできる者は、次の各号の一に該当す

る資格を有する者とする。 

(1) 大学における医学、歯学、薬学又は獣医学を履

修する課程（修業年限が６年であるものに限る。）

を修了した者 

(2) 外国において、学校教育における１８年の課程

を修了した者 

(3) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における１８年の課程を修了した者 

(4) 我が国において、外国の大学の課程（その修了

者が当該外国の学校教育における１８年の課程を

修了したとされるものに限る。）を有するものと

して当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であつて、文部科学大臣が指定する

ものの当該課程を修了した者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 文部科学大臣の指定した者 

(6) 大学における医学、歯学、薬学又は獣医学を履

修する課程（修業年限が６年であるものに限る。）

に４年以上在学した者（学校教育法第１０２条第

２項の規定により、これに準ずる者として文部科

学大臣が定める者を含む。）であつて、本学にお

学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7)  

 

(8)  

(9)  

 

 

 

 

(10)  

 

 

２  

３  

 

 

 

(1)  

 

 

(2)  

 

(3)  

 

 

(4)  

 

 

 

 

 

(5) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究

活動等の総合的な状況について、当該外国の政府

又は関係機関の認証を受けた者による評価を受け

たもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣

が指定するものに限る。）において、修業年限が

５年以上である課程を修了すること（当該外国の

学校が行う通信教育における授業科目を我が国に

おいて履修することにより当該課程を修了するこ

と及び当該外国の学校教育制度において位置付け

られた教育施設であつて前号の指定を受けたもの

において課程を修了することを含む。）により、

学士の学位に相当する学位を授与された者 

(6)  

(7)  

 

 

 

 

（同 左） 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 
いて、所定の単位を優れた成績をもつて修得した

ものと認めた者 

(7) 本学において、個別の入学資格審査により、第

１号に掲げる者と同等以上の学力があると認めた

者で、２４歳に達したもの 

４ 第１項第８号及び第９号並びに第２項第６号及び

第８号並びに前項第６号及び第７号に該当する者の

審査の実施等に関し必要な事項は、当該研究科の定

めるところによる。 

 （中 略） 
第５３条の３ 専門職学位課程に入学することのでき

る者は、次の各号の一に該当する資格を有する者と

する。 

(1) 大学を卒業した者 

(2) 学校教育法第１０４条第４項の規定により学士

の学位を授与された者 

(3) 外国において、学校教育における１６年の課程

を修了した者 

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を

我が国において履修することにより当該外国の学

校教育における１６年の課程を修了した者 

(5) 我が国において、外国の大学の課程（その修了

者が当該外国の学校教育における１６年の課程を

修了したとされるものに限る。）を有するものと

して当該外国の学校教育制度において位置付けら

れた教育施設であつて、文部科学大臣が指定する

ものの当該課程を修了した者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 文部科学大臣が指定する専修学校の専門課程を

文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

(7) 文部科学大臣の指定した者 

(8) 大学に３年以上在学した者（学校教育法第１０２

条第２項の規定により、これに準ずる者として文

部科学大臣が定める者を含む。）であつて、本学

において、所定の単位を優れた成績をもつて修得

したものと認めた者 

(9) 本学において、個別の入学資格審査により、大

学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

 

 

(8) （同 左） 

 

 

４ 第１項第９号及び第１０号並びに第２項第６号及

び第８号並びに前項第７号及び第８号に該当する者

の審査の実施等に関し必要な事項は、当該研究科の

定めるところによる。 

 
第５３条の３  

 

 

(1)  

(2)  

 

(3)  

 

(4)  

 

 

(5)  

 

 

 

 

 

(6) 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究

活動等の総合的な状況について、当該外国の政府

又は関係機関の認証を受けた者による評価を受け

たもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣

が指定するものに限る。）において、修業年限が

３年以上である課程を修了すること（当該外国の

学校が行う通信教育における授業科目を我が国に

おいて履修することにより当該課程を修了するこ

と及び当該外国の学校教育制度において位置付け

られた教育施設であつて前号の指定を受けたもの

において課程を修了することを含む。）により、

学士の学位に相当する学位を授与された者 

(7)  

 

(8)  

(9)  

 

 

 

 

(10)  

 

（同 左） 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 
者で、２２歳に達したもの 

２ 前項第８号及び第９号に該当する者の審査の実施

等に関し必要な事項は、当該法学研究科、医学研究

科、公共政策教育部又は経営管理教育部（以下第５３

条の１５までにおいて「研究科又は教育部」という。）

の定めるところによる。 

 （中 略） 
 
 
 
別表第１ 
別表第２ 

 

２ 前項第９号及び第１０号に該当する者の審査の実

施等に関し必要な事項は、当該法学研究科、医学研

究科、公共政策教育部又は経営管理教育部（以下第

５３条の１５までにおいて「研究科又は教育部」と

いう。）の定めるところによる。 

 

   附 則 
 この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
 
別表第１ 
別表第２ 
 

 

（別 添） （別 添） 



別表第１ 学部（第３条の２関係） 

学部名 学科名 入学定員 収容定員 

総合人間学部 総合人間学科 １２０ ４８０

文学部 人文学科 ２２０ ８８０

教育学部 教育科学科 ６０(10) ２６０

法学部   ３３０(10) １，３４０

経済学部 経済経営学科 ２４０(20) １，０００

理学部 理学科 ３１１ １，２４４

医学部 医学科 １０７ ６４２

人間健康科学科 １００(17)

１４３(17)

５６３

６０６

計 ２０７(17)

２５０(17)

１，２０５

１，２４８

薬学部 薬科学科 ５０ ２００

薬学科 ３０ １８０

計 ８０ ３８０

工学部 地球工学科 １８５ ７４０

建築学科 ８０ ３２０

物理工学科 ２３５ ９４０

電気電子工学科 １３０ ５２０

情報学科 ９０ ３６０

工業化学科 ２３５ ９４０

計 ９５５ ３，８２０

農学部 資源生物科学科 ９４ ３７６

応用生命科学科 ４７ １８８

地域環境工学科 ３７ １４８

食料・環境経済学科 ３２ １２８

森林科学科 ５７ ２２８

食品生物科学科 ３３ １３２

計 ３００ １，２００

総計 ２，８２３(57)

２，８６６(57)

１１，８０９

１１，８５２

（備考） 入学定員の（ ）を付したものは３年次編入学定員で外数 

 

別表第２ 

１ 大学院（第３５条関係） 

研究科名 専攻名 修士課程 博士後期課程 博士課程 合計収

容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 入学定員 収容定員 

文学研究科 文献文化学専攻 ３６ ７２ １８ ５４ ― ― ３８５

思想文化学専攻 ２２ ４４ １１ ３３ ― ―

歴史文化学専攻 ２２ ４４ １１ ３３ ― ―

行動文化学専攻 ２０ ４０ １０ ３０ ― ―

現代文化学専攻 １０ ２０ ５ １５ ― ―

計 １１０ ２２０ ５５ １６５ ― ―

教育学研究

科 

教育科学専攻 ２８ ５６ １４ ４２ ― ― １５９

臨床教育学専攻 １４ ２８ １１ ３３ ― ―

計 ４２ ８４ ２５ ７５ ― ―

法学研究科 法政理論専攻 ２１ ４２

３６

２４ ７８

８４

― ― １２０

経済学研究

科 

経済学専攻 ４４ ８８ ４４ １３２ ― ― ２２０



研究科名 専攻名 修士課程 博士後期課程 博士課程 合計収容

定員 入学定員 収容定員 入学定員収容定員 入学定員収容定員 

理学研究科 数学・数理解析専

攻 

５２ １０４ ２０ ６０ ― ― １，１３

４

物理学・宇宙物理

学専攻 

８１ １６２ ４８ １４４

１４１

― ―

地球惑星科学専攻 ５０ １００ ２５ ７５

８０

― ―

化学専攻 ６１ １２２ ３２ ９６

９４

― ―

生物科学専攻 ７４ １４８ ４１ １２３ ― ―

計 ３１８ ６３６ １６６ ４９８ ― ―

医学研究科 医学専攻 ― ― ― ― １７０ ６５１

６２２

９１５

８８１

医科学専攻 ２０ ４０ １５ ４５

４０

― ―

社会健康医学系専

攻 

― ― １２ ３６ ― ―

人間健康科学系専

攻 

４９ ９８ １５ ４５ ― ―

計 ６９ １３８ ４２ １２６

１２１

１７０ ６５１

６２２

薬学研究科 薬科学専攻 ５０ １００ ２２ ６６ ― ― ２７５

薬学専攻 ― ― ― ― １５ ６０

医薬創成情報科学

専攻 

１４ ２８ ７ ２１ ― ―

計 ６４ １２８ ２９ ８７ １５ ６０

工学研究科 社会基盤工学専攻 ５８

６６

１２４ 

１３２ 

１７

１２

４１

３６

― ― １，９６

７

都市社会工学専攻 ５７

６４

１２１ 

１２８ 

１７

１２

４１

３６

― ―

都市環境工学専攻 ３６ ７２ １０ ３０ ― ―

建築学専攻 ７５

７２

１４７ 

１４４ 

２２

２４

７０

７２

― ―

機械理工学専攻 ５９

５６

１１５ 

１１２ 

１６

１８

５２

５４

― ―

マイクロエンジニ

アリング専攻 

３０

２８

５８ 

５６ 

７

８

２３

２４

― ―

航空宇宙工学専攻 ２４

２３

４７ 

４６ 

７

８

２３

２４

― ―

原子核工学専攻 ２３ ４６ ９ ２７ ― ―

材料工学専攻 ３８ ７６ １０ ３０ ― ―

電気工学専攻 ３８ ７６ １０ ３０ ― ―

電子工学専攻 ３５ ７０ １０ ３０ ― ―

材料化学専攻 ２９ ５８ ９ ２７ ― ―

物質エネルギー化

学専攻 

３９

３８

７７ 

７６ 

１１ ３３ ― ―

分子工学専攻 ３５

３４

６９ 

６８ 

１０

１２

３４

３６

― ―

高分子化学専攻 ４６ ９２ １５ ４５ ― ―

合成・生物化学専

攻 

３２

３１

６３ 

６２ 

１０ ３０ ― ―



研究科名 専攻名 修士課程 博士後期課程 博士課程 合計収容

定員 入学定員 収容定員 入学定員収容定員 入学定員収容定員 

 化学工学専攻 ３４

３１

６５ 

６２ 

７

９

２５

２７

― ―

 計 ６８８１，３７６ １９７ ５９１ ― ―

農学研究科 農学専攻 ３３ ６６ 

 

８ ２４

２７

― ― ８７６

９０６

森林科学専攻 ４８ ９６ 

 

１７ ５１

５６

― ―

応用生命科学専攻 ６３ １２６ 

 

１７ ５１

５６

― ―

応用生物科学専攻 ５２ １０４ 

 

１７ ５１

５７

― ―

地域環境科学専攻 ５０ １００ 

 

１５ ４５

５０

― ―

生物資源経済学専

攻 

２４ ４８ ８ ２４

２７

― ―

食品生物科学専攻 ３３ ６６ 

 

８ ２４

２７

― ―

計 ３０３ ６０６ 

 

９０ ２７０

３００

― ―

人間・環境学

研究科 

共生人間学専攻 ６９ １３８ ２８ ８４ ― ― ５３２

共生文明学専攻 ５７ １１４ ２５ ７５ ― ―

相関環境学専攻 ３８ ７６ １５ ４５ ― ―

計 １６４ ３２８ ６８ ２０４ ― ―

エネルギー

科学研究科 

エネルギー社会・

環境科学専攻 

２９ ５８ １２ ３６ ― ― ３６５

エネルギー基礎科

学専攻 

４２ ８４ １２ ３６ ― ―

エネルギー変換科

学専攻 

２５ ５０ ４ １２ ― ―

エネルギー応用科

学専攻 

３４ ６８ ７ ２１ ― ―

計 １３０ ２６０ ３５ １０５ ― ―

アジア・アフ

リカ地域研

究研究科 

東南アジア地域研

究専攻 

― ― ― ― １０ ５０ １５０

アフリカ地域研究

専攻 

― ― ― ― １２ ６０

グローバル地域研

究専攻 

― ― ― ― ８ ４０

計 ― ― ― ― ３０ １５０

情報学研究

科 

知能情報学専攻 ３７ ７４ １５ ４５ ― ― ５５８

社会情報学専攻 ３６ ７２ １４ ４２ ― ―

先端数理科学専攻 

複雑系科学専攻 

２０ ４０ ６ １８ ― ―

数理工学専攻 ２２ ４４ ６ １８ ― ―

システム科学専攻 ３２ ６４ ８ ２４ ― ―

通信情報システム

専攻 

４２ ８４ １１ ３３ ― ―

計 １８９ ３７８ ６０ １８０ ― ―

 

 



研究科名 専攻名 修士課程 博士後期課程 博士課程 合計収容定

員 入学定員 収容定員 入学定

員 

収容定員 入学定

員 

収容定員

生命科学研

究科 

統合生命科学専

攻 

４０ ８０ 

 

１９ ５７ ― ― ２４９

高次生命科学専

攻 

３５ ７０ 

 

１４ ４２ ― ―

計 ７５ １５０ ３３ ９９ ― ―

総合生存学

館 

総合生存学専攻 ― ― ― ― ２０ １００

８０

１００

８０

地球環境学

舎 

地球環境学専攻 ― ― １３ ３９ ― ― １４８

環境マネジメン

ト専攻 

４４ ８８ ７ ２１ ― ―

計 ４４ ８８ ２０ ６０ ― ―

経営管理教

育部 
経営科学専攻 ― ― ７ １４

７

― ― １４

７

総計 ２，２６１４，５２２ 

４，５１６ 

８９５２，６８４

２，７０８

２３５ ９６１

９１２

８，１６７

８，１３６

 

 

２ 専門職大学院・法科大学院（第５３条の２第５項関係） 

研究科名 専攻名 専門職学位課程 合計収容定員 

入学定員 収容定員 

法学研究科 法曹養成専攻 １６０ ４８０ ４８０

医学研究科 社会健康医学系専攻 ３４ ６８ ６８

公共政策教育部 公共政策専攻 ４０ ８０ ８０

経営管理教育部 経営管理専攻 ８０ １６０

１７０

１６０

１７０

総計 ３１４ ７８８

７９８

７８８

７９８
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